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英領バージン諸島（BVI）、ケイマン諸島、バミューダなどの地域

において経済的実体法が制定されました。これにより、今後は、

納税者がこれらの地域に設立された会社を活用して事業の業績

を反映させることができなくなる可能性があるため、事業再編、事

業の移転、会社居住地の変更などの検討が必要となる可能性が

あります。

無税又は名目税率を採用している国・地域が、そ
の国・地域で設立された企業に対して、その国・地
域における経済的実体を有することを義務付ける
法律を制定
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背景

これらの国・地域の経済的実体法は、経済協力開発機

構（OECD）と欧州連合（EU）による公正な課税の求め

に応じて制定されました。

地域により異なりますが、これらの経済的実体法はす

べて、OECDが2018年11月に公表した「無税又は名

目税率を採用している国・地域に対する実質的な経済

活動要素の適用の再開 – BEPSに関する包括的枠組

み：行動計画5」という文書で定められたグローバルス

タンダードに基づいています。

経済的実体法の対象となる事業者は？

一般に、関連する国・地域の経済的実体法の下で、

「関連活動」を行う「関連事業体」が、「関連活動」に係

る経済的実体要件を満たすことが求められています。

「関連事業体」とは、一般に、当該国・地域で設立され

た居住者企業や法人格を有するリミテッド・パートナー

シップを指します（当該国・地域に登記されている外国

会社や法人格を有する外国リミテッド・パートナーシッ

プも含まれます）。BVIやケイマン諸島などの一部の地

域では、非居住者に対して免除規定を設けており、関

連事業体が当該国・地域の非居住者である場合、一

般的に経済的実体法の規制対象外となります。

また、これらの経済的実体法では、「関連活動」は以下

のように定義されています。

(i) 銀行事業

(ii) 保険事業

(iii) 海運事業

(iv) 金融・リース事業

(v) ファンドマネジメント事業（ファンドの活動自体は

一般的に「関連活動」に該当しない）

(vi) 統括本部

(vii)持株会社 （他の事業体への純粋な持株）

(viii) 知的財産事業

(ix) 物流・サービスセンター事業

関連事業体はどのようにして経済的実体

要件を満たすことができるか？

純粋持株会社以外は、以下のような場合に経済的実

体要件が満たされることとなります。（純粋持株会社に

ついては後述）

► 関連活動の指示・管理が当該国・地域で実施され

ている

► 関連事業体が、関連活動に係るコア収益獲得活動

（CIGA）を当該国・地域で実施している

► 関連活動の性質・規模について、関連事業体が以

下の全てに該当する

(i) 当該国・地域で「充分」な営業支出額が生じて

いる

(ii) 関連活動について、「適切」な資格を有する従

業員が「充分」におり、物理的に当該国・地域

に在住している

(iii) 当該国・地域において、事業所・工場・有形固

定資産を保有している等、物理的な実体を「充

分」に有している

一般に、各国・地域の当局が発行した経済的実体法

やガイダンスでは、上記の「充分」「適切」といった用語

が定義されていません。どの程度が「充分」「適切」と

いえるのかは状況により異なるためです。当該国・地

域において関連活動に係るコア収益獲得活動を真に

実施している関連事業体は、特定の基準や数値を懸

念する必要はないと示されています。

中でも、ケイマン諸島の税務当局が発行した経済的

実体法に関するガイダンスでは、以下のように規定さ

れています。

「ケイマン諸島の規制要件が厳格化されましたが、そ

の大部分は経済的実体要件と重複することとなり、銀

行事業・保険事業・ファンドマネジメント事業のライセ

ンスを有する関連事業体は、すでに充分な経営資源

や支出をもって本諸島で事業を運営していると思われ

ます。しかし、そのような関連事業体であったとしても

経済的実体法の適用対象となるため、ケイマン諸島

におけるコア収益獲得活動要件を満たすことが求めら

れ、申告や当局のモニタリングにも対応する必要があ

ります。」

また、関連事業体が外部委託活動の監視・管理を行

うことを条件として、当該国・地域内でコア収益獲得活

動を外部委託することが認められています。なお、

サービスプロバイダーが関連事業体にのみサービス

を提供している場合には、サービスプロバイダーの経

済的実体も関連事業体の経済的実体の一部とみなさ

れます。
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特定の関連活動については、経済的実体要件が緩和

もしくは強化されています。

► 純粋持株会社

純粋持株会社については経済的実体要件が緩和さ

れており、以下の場合に要件を満たすこととなりま

す。

(i) 当該国・地域の関係法令に基づく申告義務を遵

守している

(ii) 他の事業体に対する持分の保有・管理のため

に、当該国・地域において従業員や施設を充分

に有している

これに関して、BVI国際税務当局が公表した経済的

実体法のガイダンスの草案では以下のように規定

されています。

「純粋持株会社の定義は、意図的に狭い範囲に限

定しております。法人が持分出資以外何も投資して

おらず、配当・キャピタルゲインの獲得のみを目的

とする場合にのみ、この定義に該当することとしま

す。利付債等、他の形態の投資を有している法人

は、この定義に含まれません。」

このように、投資としての利付債の保有は、他の関

連活動の定義に該当する事業ではないことから、当

該BVI持株会社はBVIの経済的実体法の対象外と

なる可能性があると考えられます。

► ハイリスク知的財産（IP）企業

一方、ハイリスク知的財産企業については、経済的

実体の要件が厳しく設定されています。以下のいず

れも満たす場合にはハイリスクと判定されます。

(i) 関連事業体が、関連者からIP資産を取得してい

る。または、関連事業体が、その国・地域以外で

実施されている研究開発活動に資金を提供す

る企業を通じてIP資産を取得している。

(ii) 当該IP資産のライセンスが、関連者に対して付

与されている。または、当該IP資産を、その国・

地域以外の関連者が活用している。

このようなハイリスクのシナリオでは、経済的実体テ

ストを満たさないという反証可能な推定がなされま

す。しかし、関連事業体がその国・地域内で必要な

資格を有する永住者の従業員を充分に雇用してお

り、当該IP資産の開発・活用・維持・改良・保護をコ

ントロールしていることを立証することができる場合

には、上記の推定を反証することが可能です。

経済的実体要件の適用時期

2019年1月1日以降に設立された関連事業体は、関

連活動を開始しだい、経済的実体要件を満たす必要

があります。

また、2019年1月1日以前に設立された既存の関連

事業体は、移行措置に基づき、2019年7月1日まで

に経済的実体要件を満たす必要があります。

対象事業体の義務とその違反による結果

報告・申告義務

2020年より、経済的実体要件の対象となる事業体は

毎年、関連活動を実施しているか否かを関係当局に

申告するとともに、関係当局が指定する申告書で各

事業年度の実体情報を報告する必要があります。

罰則規定

経済的実体要件を満たさない場合、罰金や刑事上の

処罰が課される可能性があります。また、関連事業体

が経済的実体要件を満たしていない場合、関連事業

体の所在地の関係当局は、当該事業体の親会社・最

終親会社・最終受益者が所在する国・地域との間で

情報交換を行います。

経済的実体要件を継続的に満たさない場合、その関

連事業体は、最終的に所在国・地域の会社登記から

抹消されてしまう可能性があります。



4Hong Kong Tax Alert

そのような企業を活用している納税者はど

のような対応をすべきか？

持株構造や事業運営構造の一部として、無税又は名

目税率の国・地域に所在する会社を活用している納税

者は、経済的実体法が当該会社に適用されるかどうか

を直ちに確認する必要があります。経済的実体法が適

用される場合には、経済的実体要件を満たしているか

否か、そして費用対効果を考慮しながら、経済的実体

要件をどのように満たすことができるかについて検討

する必要があります。

持株会社

持株会社については、「純粋」持株会社ではないような

活動に従事しているかどうかを調査することが考えら

れます。その結果により、経済的実体法の対象となら

ない可能性があるためです。特に、その会社がBVI企
業の場合、非持分投資を実施させることが一つのアプ

ローチとなり得ます。 （上述の議論を参照）

持株会社が経済的実体法の対象となる場合、純粋持

株会社に適用される緩和された経済的実体要件を使

用することができるか否かを検討することが考えられま

す。例えば、経営への消極的な参加しか行っていない

等の場合には、他の事業体に対する持分の保有・管

理を、当該国・地域に所在するサービスプロバイダー

に委託するといった方法が考えられます。

香港資本の企業グループでは、各ケースの状況により

異なりますが、持株会社の居住地が香港であると主張

することができる場合もあります。その結果、該当する

場合には、当該持株会社を経済的実体法の適用対象

外とすることができる可能性があります。

しかし、香港の内国歳入庁（IRD）は、実務上、租税条

約のためだけに香港居住者証明書（CoR）を発行して

いることから、当該国・地域における非居住者申請を

円滑に進めるためにIRDが当該持株会社に対してCoR
を発行するかどうかは不明です。その代替として、香港

の商業登記が香港に居住していることの証明として当

該国・地域で認められるかどうかを検討することも考え

られます。

これらの持株会社の多くは香港で管理・支配が行われ

ているにもかかわらず、香港の商業登記や会社登記を

取得していないことが問題となります。そして、これらの

持株会社が過去に香港で登記する必要があったにも

かかわらず遵守していなかったのかという点も、CoRを
申請する際に問題となる可能性があります。

活動中の事業会社

関連活動の経済的実体要件を満たすことができない

場合には、香港のような比較的低税率の地域に関連

事業を移転する等、事業再編を検討する必要があり

ます。

また、関連事業の優遇税制を設けており、納税者が

優遇税制の適用要件を満たすことができる国・地域

（香港など）に関連事業を移転するという策も検討する

価値があります。

上記の検討や事業再編は複雑なプロセスとなるため、

希望される場合には税務専門家にご相談ください。
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